
 

 

助成金の申請手続きは？ 

翌年度の６月 30 日までに、「サークル活動助成金交付申請書」に「サークル活動実績

報告書」（前年度の活動）などを添えて、センター事務所へ提出してください。（様式

は、裏面のとおり） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会員サークル活動助成制度 

会員サークル活動をはじめませんか？ 

どんな制度？ 

会員同士の趣味やボランティアなどのサークル活動（同好会活動）を行うグループに対し

て、活動助成金を交付します。 

※ 令和８年度からの新たな助成制度です。 

対象は？ 

サークル活動（同好会活動）を行う会員のグループで、次の要件に該当する場合に、

活動助成金の支給対象となります。 

・５人以上の会員（当センターの正会員ですが、賛助会員も可です。）が所属してい

ること。 

・サークルの所属会員から代表者１人と会計担当者１人が定められていること。 

・会員相互の親睦を深める活動や趣味活動（飲食や物品購入等を主とする活動を

除く。）を実践しているグループであること。 

・前年度内に、参加会員が５人以上のサークル活動実績が３回以上あること。 

・当センターの会員サークルとして活動内容の公表が可能なこと。（ホームページやシル

バーだよりなどで、サークルの紹介や活動状況を掲載させていただきます。） 

活動助成金の額は？ 

所属会員５人以上９人以下 ： 10,000円/年度 

所属会員 10人以上      ： 20,000円/年度 

※ 使途はサークル活動費に限られます。 

 



 

 

  

 

 

申請書 

 サークル名、代表者、所属人数、助成金申請額など 

活動実績報告書 

 年月日、活動内容、参加人数など 

申請書の別記 

 所属会員の名簿（会員番号、氏名など） 

 

活動実績報告書の添付書類 

 

 活動実績報告書に記載した活動内容

などが分かる記録の項目名をここに記載

して、その書類や写真などを添付してくだ

さい。 


